
3回

認定番号　第 9 号

嶽開発株式会社

代表者 代表取締役社長　三上千春

認定期間 令和4年9月1日 ～ 令和6年8月31日

再認定回数

取組

内容

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規程について理解を進めるため、事業所内へ

の資料掲示や社内会議での説明により周知。育児のための始業終業時刻の繰上げ・繰下げによる勤務及び育児目的休暇の取

得も可能。育休等の対象となる従業員へは、制度について個別に説明を行う体制を整備。育児休業中の従業員が職場復帰の

ための資格取得等を希望した場合、費用を会社が負担し職場復帰を支援。妊娠・出産・育児等を理由として退職した方への再

雇用特別措置の制度を整備。

・10月に２人目を出産し、育児休業を現在申請し２人の子育ての真っ最中です。（30代／女性）

・特別休暇制度を利用し、２人の子育てを妻と協力し合いながらでき感謝しております。（30代／男性）

社員の声

業種 建設業／土木・舗装工事業、産業廃棄物中間処理業

従業員数 30人（男性25人／女性5人） 所在地 弘前市大字馬屋町３番地 電話 0172-34-1560

弘前市子育て応援企業


